
2021年 12月

近畿実務補習所

通所案内

（2021年期）

一般財団法人 会計教育研修機構

近畿実務補習所



目 次

頁

１. 近畿実務補習所に通所するにあたっての全般事項     １

２. 近畿実務補習所の運営体制                  ４

３. 実務に関する講義等                                  ４

４. 考査                                                ７

５. 課題研究                                            ７

６. 実務補習に関する問い合わせ・連絡先               ９

７.  事務局及び補習会場一覧                   ９



１．近畿実務補習所に通所するにあたっての全般事項

（1）服装

服装は、平日、土・日・祝日を問わず、原則としてビジネススーツ着用とする。

不適切な服装の実務補習生は受講させない。

なお、夏期軽装実施期間中はビジネスカジュアルに準じる服装までは許容する。

（軽装実施期間：5月1日～9月30日）

実務補習所は学校とは異なり、業務の一環、あるいはプロフェッショナルの養成の

場であることを認識すること。

ドレスコードは実務補習所ウェブサイトを参照。

（http://www.jfael.or.jp/ja/information/clothes.php）

（2）受講ルール（学生気分をなくし、社会人としての自覚を持つ）

◆社会人としての常識ある行動をとること。

◆履修状況は自己責任のもと自己管理すること。

◆社会から信頼される会計士になるために自己啓発を怠らないこと。

◆近畿実務補習所が定めるルールを守ること。

・講義に関係のないものは机の上に置かない。（新聞、雑誌、PC、監査調書等）

・講義中、ペットボトルの持ち込みは認めるが食事・ガムは一切認めない。

・講義中、スマートフォン、携帯電話等の使用を禁止する。

・ドレスコードを守ること。
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（3）表彰

考査の成績優秀者、皆勤者（無欠席・無遅刻・無早退）について、運営委員会の成

績判定会議においてそれぞれ選考して、近畿実務補習所の入所式において表彰する。

表彰者には、賞状と副賞が授与される。※追試験の受験者、補講の受講者は対象外。

（4）懲戒

法令や実務補習規程に違反し、又は実務補習生としての体面を汚したとき、懲戒（退

所、履修の停止又は戒告）を行う。

また、懲戒に該当しないものの見過ごすことができない非行等に対しては、厳重注

意を行う。

（懲戒処分例）

過去の事例 処分内容

講義会場での出席記録における不正行為

（補習生カードの不正使用）

当日の出席単位の取り消し

職業倫理関連科目の再受講

反省文の提出

所属監査法人への連絡

宿泊研修における過度な飲酒による迷惑行

為（器物破損、翌日の遅刻など）

本人への厳重注意

研修単位の取り消し

所属監査法人への連絡

課題研究におけるコピーアンドペースト、

他文献からの剽窃（盗用）行為

研究報告書の採点対象外の取扱い

追論文での再提出不可

所属監査法人への連絡

（5）成績管理

講義取得単位及び考査、課題研究の成績については、実務補習所ウェブサイトの取

得単位確認システムで自己管理すること。

実務補習では進級要件はなく、必要単位数を満たしていなくとも次の学年に進級す

るが、考査、課題研究において不足する単位がある場合は、最終学年になる前に、下

位学年の考査や追試験を受験、下位学年の課題研究を再提出し、不足単位を充足する

ことが望ましい。

実務補習において取得した単位（講義、考査及び課題研究の取得単位）や受講履歴

等は実務補習所ウェブサイトから取得単位確認システムにアクセスして確認すること。

（6）講義テキストについて

ライブ講義のテキストは、補習会場で配付する。欠席した講義のテキストが及びｅラー

ニングの講義テキストは、会計教育研修機構ウェブサイトのマイページから各自ダウンロ

ードすること。

（7）遺失物の取扱

補習会場にて拾得した遺失物については、事務局にて一定期間保管した後、処分する。

講義の際に受付のスタッフに声をかけるか、事務局に問い合わせること。また、遺失物

を拾得した場合は、講義の際に受付のスタッフに届けること。
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（8）近畿実務補習所「お知らせメール（メルマガ）」登録

近畿実務補習所では、補習生に各種連絡事項を迅速に伝えるために「お知らせメー

ル」を利用している。以下の要領をよく読んで、各自登録すること。

●本メール配信サービスの利用は、近畿実務補習所の補習生に限る。

●本メール配信サービスは、各種連絡事項の更新情報、実務補習に関する連絡事項等を近畿実

務補習所より発信する。

●本メール配信サービスは無料で、手続きも簡単なので登録画面より必要事項を入力する。

●登録アドレスに変更が生じた場合には速やかに登録変更画面よりアドレスを変更する。

●メール配信サービスを停止したい場合には、登録変更画面より、アドレス登録の解除をする

こと。なお、登録したアドレスについては、補習所在籍期間中のみ有効とし、補習所修了時点

で削除すること。

（注）アドレス登録の際には、必ずメール受信の確認が出来るアドレスを登録すること。

登録したアドレスが利用不可（不達）などの原因により不利益を被っても近畿実務補習

所は一切の責任を負いません。

（注）携帯アドレスを登録の際は、「＠sec.jicpa.or.jp」ドメインからの受信許可（PCからの

メールが受信可能となるよう）の設定をする。

以下のＵＲＬまたはＱＲコードより登録すること。

https://www.jicpa-knk.ne.jp/lesson/lesson̲mail.html

登録のメールアドレス変更画面

アドレスを変更する場合はこちらをクリック
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２．近畿実務補習所の運営体制

近畿実務補習所の運営は、近畿実務補習所運営委員会（以下、「運営委員会」という。）が

行い、日々の運営についてはその指示又は委任を受けた日本公認会計士協会近畿会

（以下、「近畿会」という）事務局の担当者が行っている。

近畿実務補習所運営委員会

近畿会及び京滋会、兵庫会の会員（公認会計士）の運営委員39名と専門委員41名

で構成している。

３．実務に関する講義等

（1） 講義日程

近畿実務補習所の講義日程は、近畿実務補習所ウェブサイトに掲載する。

（2）クラス及び班

実務補習生を「班」と「クラス」に分けて構成する。「班・クラス」については、１月

上旬に近畿実務補習所ウェブサイトにて公表する。

講義日程表に対象クラスや班が明記されている場合は、原則対象クラス・班以外の補習

生は受講しても単位は付与されない。

   やむを得ない理由がある場合は、事前に申し出れば、振替受講可能。

（3）講義方法別注意事項

●ライブ講義

①講義形態

ライブ講義は、補習会場でクラスごとに実施する。会場内は、補習生カード番号ごとに

着席する場所が決められているため、補習会場の案内に従って着席すること。

※ 2021年期においては、近畿実務補習所が「ライブ講義」としている科目は、ライブ講

義のみ単位が付与されます。ライブ講義実施後に同科目の講義をｅラーニングで視聴

できますが、単位は付与されません。

②講義時間

平日 1コマ実施：18:00～21:00

土曜 2コマ実施：①9:30～12:30 ②13:30～16:30

※オンライン開催のゼミナールについては、講義開始時間が通常と異なる場合があるた
め、必ず日程表で確認すること。

③欠席連絡

講義や考査を欠席する場合は、事務局への電話連絡等は不要であるが、宿泊を伴う研

修については、必ず出欠の連絡をすること。

④補講受講（ライブ講義及びディスカッション・ゼミナール）

取得単位が必要単位数に満たなかった場合は、事前の補講受講申請により下位学年の講

義を受講して単位を取得できる。（1講義：3,000円）

なお、実務補習所のカリキュラムは年度ごとに「必修科目」「科目名」「実施学年」「講

義時間」などが変更される場合がある。カリキュラム変更に伴い誤って過去に受講した科目
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を再受講（重複受講）してしまうと単位は付されないので、会計教育研修機構ウェブサイト

に掲載されている受講に関する注意事項及び「講義科目一覧」を事前に確認すること。

●ディスカッション・ゼミナール

ディスカッション（ディベート）を通じ、論理的思考力、瞬発的思考力、批判的思考力を高

め、短時間で的確に主張を行う能力、意図を的確に伝える構成力、説得力のあるプレゼン能力を

養うことを目的としている。

原則、ディスカッション・ゼミナールは、班単位で実施する。ただし、新型コロナウィルス感

染状況が収束するまでは、事前エントリー制とし、ランダムにグループ分けする。また、緊急事

態宣言発令等状況次第では、Microsoft社のTeams等を活用したオンラインでの開催になる。

近畿実務補習所のHPにオンライン開催の詳細を掲載する。

①ディスカッション・ゼミナール受講事前準備

ディスカッションについては、事前に議論する「テーマ」を近畿実務補習所ウェブサイト

に掲載する。テーマのＡ派、Ｂ派どちらの立場の意見を求められても、自分の意見を表明で

きるよう、テーマについて事前に調査し、必要な資料を準備しておくこと。

ゼミナールについては、実施前に対応する科目の講義が開催されるので、講義を受講して

から出席すること。出席の際は、講義テキストを忘れずに持参すること。

●ｅラーニング講義

2021年期では新型コロナウィルス感染症対策のため主にｅラーニング講義での開催とする。

近畿実務補習所では、ライブ講義を推奨しており、ライブ講義で実施する科目をｅラーニング

で受講しても単位は付与されない。

ライブ講義となる科目は、日程表に記載のある科目であるが、政府から緊急事態宣言が発令さ

れた場合、ライブ講義は中止とし、その期間中の講義はｅラーニング講義のみとなる。

新型コロナウィルスの感染状況が収束するまで、ライブ講義受講の場合、近畿実務補習所HP

からの事前エントリーが必要となる。

●宿泊研修

2021年期は、宿泊研修は「ビジネスゲーム（2月頃）」、「連結財務諸表の作成実務（6月

頃）」年2回開催する予定であるが、新型コロナウィルス感染状況によっては、宿泊を伴わない

形での開催とする。

宿泊研修は、実務補習生同士のみならず、運営委員と交流をはかることができる機会のた

め、積極的に参加することが望ましい。実施要領、申込方法については、近畿実務補習所ウェ

ブサイトに掲載する。

●単位取得に関する注意事項

① 各学年の必要単位

各学年の必要単位数（J1：180単位、J2：40単位、J3：20単位合計：240単位）を充足して

も、実務補習修了に必要な単位数270単位に30単位不足するため、講義が多く実施される

第1学年（J1）において、210単位を取得することを目標とすること。
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② 必修科目

必修科目は全科目を受講完了させること。必修科目のうち、「会長講話」などはライブ講

義で実施される。必修科目は遅刻、早退すると、翌年以降に再受講しなければならない。

完全受講でなければ、要件充足とならない。

講義単位は加算されません（今年2単位、来年1単位 合計3単位とはならない。）

必修科目は遅刻・早退が一切認められないため、ライブ講義で実施する必修科目の講義には必ず
講義開始から講義終了まで出席すること。

実施学年 分類 コード 科目名
1

第１学年
（Ｊ１）

監査 232 財務諸表監査における不正
2 会計 431 国際財務報告基準(IFRS)の概要
3 税務 101 公認会計士にとっての税務総論（理論編）
4 税務 102 租税法体系
5 経営 101 経営管理総論
6 経営 201 経営分析総論
7 経営 403 ITのリスク評価の概論
8 法規・職業倫理 201 公認会計士法
9 法規・職業倫理 301 職業倫理【その１】（職業倫理に関する諸規程の理解）

10 法規・その他 408 経済学 ミクロ・マクロ（基礎）
11 特別講義 101 会長講話
12 第２学年

（Ｊ２） 法規・職業倫理 302 職業倫理【その２】（精神的独立性の保持）
13 第３学年

（Ｊ３）
法規・職業倫理 401 職業倫理【ゼミナール】

14 特別講義 106 公認会計士・監査審査会会長講話
   ※カリキュラムの変更により、受講する必修科目に変更がある場合は、ウェブサイトから案内があります。

③ ディスカッション・ゼミナールの単位取得要件

ディスカッション・ゼミナールに必要な30単位は、第1学年（J1）から第3学年（J3）の3

年間で実施されるゼミナールに出席して取得すること。

（4）補習会場

日程表に記載する。会場が変更になる場合は、メールまたは近畿実務補習所ウェブサイト

に掲載する。

（5）出席管理

出席の管理は「補習生カード」で行う。補習生カードをQRリーダーに通して記録し、講

義開始前・講義終了後両方の記録をもって単位が付与される。なお、QRリーダーの通し忘

れについては欠席扱いとなり、いかなる理由であっても単位付与を認めない。

※補習生カードは必携のこと、紛失の場合は速やかに再発行の手続をとること。

補習生カードを忘れた場合は、カードを通す代わりに「出席調書」に記入する。

講義開始前に氏名、班、補習生カード番号、入室時間を講義終了時に退室時間を記入す

る。入退室時間等の記入漏れがあった場合、その講義の単位付与を認めない。

なお、オンライン開催の場合は近畿実務補習所が指定する出欠管理方法に従うこと。

詳細は近畿実務補習所ウェブサイトに掲載する。
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出席調書の記載例

  

４．考査

（1）対象科目他

考査は全国共通のため、考査実施日の約１カ月前に会計教育研修機構のウェブサイトに掲考

査実施要領に掲載する。

（2）考査受験について

①考査会場は、座席指定とする。

②本人確認のため、補習生カードを持参し、机上に置くこと。

③ 着席時刻までに考査会場の指定する座席に着席していない場合、その理由の如何を

問わず受験を認めない。

④ 考査で不正行為を行った場合には、当該実施回の考査単位を付与しないものと

し、当該実施回について直近で行う考査もしくは追試験の受験を認めない。

（3）考査単位の補い方

例：第１学年で実施する監査総合グループ第2回考査を欠席又は40点未満だった場

合、7月末頃に実施する追試験を受験する。もしくは翌年の下位学年の考査を再

受験する。（受験料1回：15,000円）

2022年 2月～                          2022年 10月

① ② ③ ④ ⑤ ⑥             7月末頃

                     追試験①②③④⑤⑥

５．課題研究

（1）課題研究のテーマ

課題研究のテーマは、近畿実務補習所ウェブサイトに掲載する。
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著しい形式不備がある課題研究は採点（受理）しない。

（2）提出方法

研究報告書はWordで作成したものを各自の取得単位確認システム（マイページ）上に

データで提出すること。

誤って近畿実務補習所以外の補習所へ提出した場合は、採点しない。

（3）課題研究単位の補い方

例：第1学年で実施する第2回の研究報告書を未提出、又は40 点未満だった場合は、

翌年の第1学年で実施する第2回の課題研究を提出する。（提出料1回：15,000 円）

2021年 12月～   2022年 2月     2022年 10月       2023年 10月

   課題研究① 課題研究② 課題研究③           2023年 2月

                        課題研究①②③

※翌年の同実施回の課題研究でも必要単位を取得できなかった場合には、翌々年以降の

同実施回の課題研究又は最終学年の年度末に実施される追論文を提出する。（追論文

は、最終学年以降提出することができる。第1学年、第2学年は提出できないので注

意すること。）

（4）課題研究の研究報告書を作成する際の注意事項

実施要領をよく読んで、形式不備とならならないよう注意すること。

特に、「剽窃（ひょうせつ）をしない」こと。「剽窃」とは、分かりやすい言葉で

言うと「盗用」、つまり人の文章やアイディアを無断で拝借することである。

実務補習所では、「コピーアンドペースト判定支援ソフト」を導入している。

剽窃が発覚した場合、当該研究報告書の採点は対象外とし、所属監査法人への通知な

ど厳しい懲戒処分が科せられるので注意すること。

考査再受験・追試験および課題研究再提出の申込方法

e ラーニングシステムにログイン後、「考査[追試験]・課題研究[追論文]

申込」メニューを選択し、「一覧」から受験を希望する実施回を選択し、

「申込む」ボタンを押す。決済用のウェブサイトに移動するので、画面の指示に従って

クレジットカード／Pay-easy （インターネットバンキング）による決済手続きを完

了させる。

決済完了後に、登録されているメールアドレスに完了通知のメールが届くので必ず確

認すること。キャンセルなど詳細についてはウェブサイトに掲載する。

※通常の考査の受験、課題研究の提出については申込不要です。
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６．実務補習に関する問い合わせ・連絡先

会計教育研修機構 実務補習グループ ＴＥＬ  03－3510－7862

e-mail ja@jfael.or.jp
会計教育研修機構ウェブサイト        http://www.jfael.or.jp/ja/

近畿実務補習所   ＴＥＬ 06－6271－0401

e-mail kinki-hosyu@sec.jicpa.or.jp
近畿実務補習所ウェブサイト https://www.jicpa-knk.ne.jp/lesson/lesson_news.html

７．事務局及び補習会場一覧

《近畿実務補習所》

事務局

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2－4－11 クラボウアネックスビル2 階

日本公認会計士協会近畿会内

ＴＥＬ 06－6271－0401

ＦＡＸ 06－6271－0415

ＭＡＩＬ kinki-hosyu@sec.jicpa.or.jp

補習会場

【日本公認会計士協会近畿会研修室】

最寄駅  大阪市営地下鉄 堺筋線･中央線 「堺筋本町駅」⑪番出口より徒歩１分

                御堂筋線･中央線「本町駅」  ⑫番出口より徒歩１０分

         所在地  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル２階

              日本公認会計士協会近畿会内

         ＴＥＬ  ０６－６２７１－０４０１
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【大阪商工会議所】

最寄駅 大阪市営地下鉄 堺筋線「堺筋本町駅」 ⑫番出口より徒歩約7分

谷町線「谷町四丁目駅」④番出口より徒歩約7分

所在地 〒540-0029大阪市中央区本町橋2－8
ＴＥＬ 06－6944－6268《会員部管理担当（会場係）》

【天満研修センター】

最寄駅 ＪＲ環状線「天満駅」より徒歩約2分

大阪市営地下鉄 堺筋線「扇町駅」①出口より徒歩約7分

谷町線「天神橋筋六丁目駅」⑫出口より徒歩約10分

所在地 〒530-0034 大阪市北区錦町2－21
ＴＥＬ 06－6354－1927
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【ＯＭＭ会議室】

最寄駅 京阪電車「天満橋」駅東口、Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下 2階に

連絡

所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31

【大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）】

最寄駅 JR大阪環状線「福島駅」から徒歩約15分、JR東西線「新福島駅」(3番出口)から徒歩約10分

阪神本線「福島駅」(3番出口)から徒歩約10分、大阪メトロ「阿波座駅」(中央線1号出口・千日前線

9号出口）から徒歩約15分

所在地 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51
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